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令和 2年 4月末現在の新坂   世帯数 106戸  人口 205人  男性 97人 女性 108人

自治振興センターの利用中止の解除について
庄原市は、５月２０日(水）から一定の条件下により振興センターの利用を可能とい

たしました。一定の条件とは、次のとおりです。

・発熱等の症状がある人には参加を控えるよう要請（事前通告）

・マスクの着用や咳エチケットの徹底を周知

・頻繁な手洗いを周知（可能な範囲で、手指消毒液を設置）

・室内においては、定期的な換気

・参加者等の相互接触や対面などの近接した距離での会話等の機会を減らす

・大声での発声、歌唱や声援等を控えてもらう

・３密（密閉、密集、密接）を避けるための取り組みを講じる

これらの条件を満たしながら、振興区各行事を徐々に始めていきたいと思います。ま

た、三坂南集会所と新免集会所も同様の扱いとしますので、よろしくお願いいたします。

自治振興センター周辺環境整備へご協力をお願いします
センター周辺の草刈りや、庭木の剪定などを行ないます。お忙しいことと思いますが、

大勢の力が必要な事業ですので、上記の条件の下で実施できるようご協力をお願いいた

します。

○日時：６月３日（水）午後５時から

○場所：新坂自治振興センター

○内容：草刈り、グラウンド草焼き、庭木の剪定など

○持参物：刈り払い機、フォーク、レーキ、鎌、熊手、軍手など

＊刈り払い機の燃料は各自でご準備をお願いします。

市道草刈り作業のお願い
各行政区の市道草刈り作業を例年通り６月中に実施していただきますので、よろしく

お願いします。

けがや事故に十分注意して実施してください。万一けが等をされた場合は区長さんへ

報告し、事務局へ連絡をお願いいたします。

東城木の駅プロジェクトの番号札を新しくしました
「山をきれいにしてまちが元気になる」ことを目指して、

新坂地域で現在 8 名の方が登録をして活動をされていま

す。この度集荷場に置いてある番号札を新しく作り替えま

した。番号も新しく変わった番号になっていますので、よ

ろしくお願いいたします。
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